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横浜市庁舎の保存活用に関する要望書 

 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素より、本会の活動につきましてはご理解とご協力を賜り、篤く御礼を申し上げます。 

さて、貴市におかれましては、横浜市中区港町 1-1 に位置します横浜市庁舎の建物について、

2020（平成 32）年度に竣工予定の新市庁舎への機能移転に伴い、「横浜市現市庁舎街区等活用事

業」として保存活用を軸とした再整備を計画しておられること、また既にサウンディング型市場

調査や市民意見募集などを行い、それに基づき平成 29 年 3 月には同事業の「実施方針」をまと

め、平成 30年度から同事業の事業者公募を行う予定であることなど、貴市都市整備局の発表資

料にて拝見しております。 

 現横浜市庁舎は、横浜の戦災復興を意図した「国際港都建設計画」の一部として計画され、開

港百年記念事業の一つとして 1959（昭和 34）年に竣工した横浜の戦後復興を象徴する建造物で

す。設計者は、指名設計競技により宇部市渡辺翁記念会館（1937 年、国指定重要文化財）や世

界平和記念聖堂（1954 年、国指定重要文化財）を設計した村野・森建築事務所が選ばれました。

その建築の有する価値は、別紙「見解」に示しました通り、戦後の大規模市庁舎建築としての典

型性と独創性を備えていること、建築家・村野藤吾（1891-1984）の 1950年代の作品に共通する

意匠的特徴を備えた傑作の一つであること、歴史的建造物や既存の都市景観と調和し、戦後の関

内地区の発展において重要な役割を果たしてきたことなどにあり、こうした点が戦後日本を代

表する優れた近代建築として高く評価され、2015（平成 27）年度から文化庁が実施している「近

現代建造物緊急重点調査事業」（戦後近代建築を対象とした価値の高い建物に関する全国調査）

では最重要建物の一つに位置づけられ、初年度に詳細調査が行われました。 

 貴市で進行中の同事業では、その「実施方針」において「行政棟は活用を基本としつつ（中略）

様々な提案を公平に評価します」と、行政棟については歴史的価値を認めて保存活用を前提とす

る一方で、市会棟（市民広場含む）については「既存建物の活用又は解体して新築棟を整備する

など、地区の活性化と魅力向上につながる様々な提案を求めます」と、解体が視野に入れられて

おり、建物の歴史的価値が充分に理解されていない状況が危惧されます。中でも彫刻家・辻晋堂

の大レリーフで覆われ、これまで長い間、市民に最も親しまれてきた市民広場の内部空間につい

ては、将来のこの地区の活性化と魅力向上に不可欠のものであることは間違いありません。 

 貴下におかれましては、行政棟、市会棟、市民広場の 3棟が一体となって生み出してきたこの

貴重な建物の持つ高い文化的意義と歴史的価値について改めてご理解いただき、よりよい活用

計画の策定をご検討下さいますよう、御願い申し上げる次第です。 

 なお、本会はこの建物の保存活用に関して、学術的観点からのご相談をお受けいたします。 
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1． 建築の概要 

 横浜市中区港町 1丁目 1番地に建つ横浜市庁舎は、横浜の戦後復興を象徴する建物として開

港 100周年（1958年）に間に合わせることを目標に、1955（昭和 30）年 10月から建設計画が

具体化した。敷地には複数の候補地が検討され、1955年 12 月末にはその中から開港 50年を記

念して建設された二代目の横浜市庁舎（1911年竣工、関東大震災で倒壊焼失）と同じ港町 1丁

目 1番地が選ばれた。設計者は、5社（創和建築事務所、山下寿郎設計事務所、前川國男建築

設計事務所、松田平田設計事務所、村野・森建築事務所）を対象とした指名設計競技の結果、

1956年 11月に村野・森建築事務所が選ばれ、横浜市建築局とともに工事監理も担当した。建

築工事は入札の結果、戸田建設が受注し、1956年 12月 20 日に起工し、杭・基礎の難工事を経

て 1959年 9 月 12日に竣工した。建物は、敷地東側の「庁舎棟（現・行政棟）」、西側の「市会

棟」、両者をつなぐ北側の「市民広場」の 3棟で構成され、構造形式は、庁舎棟が鉄骨鉄筋コ

ンクリート造地下１階・地上 8階建て、市会棟が鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1階・地上 4階

建て、市民広場が鉄筋コンクリート造地下 1階・地上 2 階建てで、竣工時の建築面積は、

4,438.5㎡（3棟合計）、延床面積は 28,381㎡（同前）であった。なお、市庁舎の竣工時は市

電の走る敷地の北側・東側が表側であったため、敷地北側に設けられた市民広場は、庁舎棟、

市会棟のエントランスホールとしての役割を担っていた。現在は、かつて大岡川が流れていた

南側は JR京浜東北線関内駅（1964 年開業）に接し、裏側だった敷地西側には「くすのき広

場」（1974年に整備）が設けられ、東側には道路を挟んで横浜スタジアム（1978年竣工）が隣

接するなど、市庁舎の周辺は関内地区の表玄関としての役割を担っている。 

 建物の保存状況については、市会棟は 2002 年に耐震補強工事が実施され、庁舎棟は 2009 年

に免震レトロフィット工事が実施され、当初建物の維持が図られている。 

 

2．建築史的価値 

 横浜市庁舎の建築史的価値は、大きく以下の 3 点に認められる。 

 

1） 戦後の大規模市庁舎建築の典型性と独創的な「市民広場」を備えた作品としての価値 

 庁舎建築は、戦前においては神奈川県庁舎（1927）や愛知県庁舎（1938）に代表されるよう

に、歴史主義様式を用いて国家の出先機関としての権威を表現した作品が多く建てられたが、

戦後になって日本の体制が民主主義に変わり地方自治法が制定されると、市庁舎が新しい時代

の象徴として建築家の注目を集め、1950年代から 1960 年代にかけて全国に地方行政と市民と

の新たな関係を近代主義建築の手法で表現した個性的な庁舎建築が数多く建設された。その具

体的な現存例として、丹下健三（1913-2005）設計の倉吉市庁舎（1957、鳥取県）、前川國男

（1905-1986）設計の弘前市庁舎（1958、青森県）、沖種郎（1925-2005）設計の宮津市庁舎



（1962、京都府）、山田守（1894-1966）設計の大和郡山市庁舎（1962、奈良県）、坂倉準三

（1901-1969）設計の旧伊賀市庁舎（1964、三重県）などがある。 

 大都市の市庁舎として計画された横浜市庁舎では、大規模オフィスでもある高層の庁舎棟と

大空間の議場を持つ低層の市会棟を分離し、行政と議会との対比を強調する方法がとられた

が、これは佐藤武夫（1899-1972）設計の旭川市庁舎（1958、1960年度建築学会賞受賞作品）

に代表される、1950年代から 60 年代の大規模市庁舎に多くみられた設計手法であり、横浜市

庁舎はその初期の典型的な作品と位置づけられる。 

 また、同時に戦後の市庁舎建築では「市民のための公共空間」をどのように取り入れるかが

問われたが、庁舎棟の低層部にガラス張りのピロティ空間を確保する丹下健三などの提案とは

異なり、設計者の村野藤吾（1891-1984）は庁舎棟と市会棟をつなぐ位置に独立した二階建て

の建物「市民広場」を設け、内部を二層吹き抜けの大空間とする独創的な手法を提示した。こ

の市民広場は、市民に開放して各種の催し物を行う場であるとともに、1 階は庁舎棟および市

会棟のエントランスホールとして機能し、2階ギャラリーは庁舎棟 2 階の市長・助役室と市会

棟の議長・副議長室を直接つなぐなど、行政、議会、市民の活動をスムーズに連繋させる機能

も担っている。村野はこの二層吹き抜けの大空間について、中世主義の傑作として評価の高い

スウェーデンのストックホルム市庁舎（1923、R.エストベリ設計）の「青の間」をモデルにし

たと述べており、その南壁面には京都の泰山タイルを用いた幅 50ｍ×高さ 7ｍの大レリーフ

（彫刻家・辻晋堂氏の作品）が象徴的に飾られた。 

 なお、この市民広場については、指名設計競技の当選理由書に「その特徴とするところは庁

舎部分と市会部分の間に、市民広場を配したことである。即ち中心に市民広場を設け、この市

民広場を通じて左に庁舎の玄関、右に市会の玄関と連繋し、市民広場の配置はよく生かされて

いる。この市民広場は市民のため開放され、市民と庁舎と市民の民主的な親和を象徴した計画

ということができる。（中略）要するに、本案は独創的な風格を有し、国際港都の市庁舎とし

て、寔にふさわしいものと認める。」（「横浜市庁舎基本設計案審査報告書」より）と明記され

ており、他の応募案とは異なる村野案の独創的な特徴として当初から高く評価されていた。 

 

2）1950年代の村野藤吾作品としての意匠的特徴を備えた傑作の一つとしての価値 

 横浜市庁舎は、文化勲章受章者で日本芸術院会員でもあった日本を代表する建築家・村野藤

吾が戦後に設計した 3 つの市庁舎（他に尼崎市庁舎・1962年、宝塚市庁舎・1980 年）の最初

の作品であるが、その外観意匠には 1950年代の村野作品によく見られる設計手法、すなわち

柱、梁の主要構造部をコンクリート打放し仕上げのまま外壁に露出し、その格子状フレームの

間の壁面を濃褐色の陶器製タイル張りで仕上げる手法が用いられた。この意匠形式は、世界平

和記念聖堂（1954）、八幡市立図書館（1955）、関西大学第一図書館・簡文館（1955）、米子市

公会堂（1955）など、村野藤吾の 1950 年代の代表作に用いられた設計手法であるが、横浜市

庁舎ではこの意匠によってタイプの異なる 3つの棟を全体として統一させるとともに、特に高

層の庁舎棟の外観意匠に「秩序」と「変化」を与えることに成功している。すなわち、庁舎棟

では外周柱列を 1.7ｍ間隔の 2列とすることで、立面上の柱幅を細く揃えつつ 1、2階では外周

を外廊下にしてコンクリートのフレームを強調し、3階以上の執務空間では内部の間取りに応

じて自由に壁／窓／バルコニーを配置するなど、単調に陥りがちな大面積の立面に対して素材

感を生かしながら変化を与えることに成功している。 

 一方、大空間の内部においては大梁などの構造体を見せない工夫が施されており、これは巨



大な構造体によって空間のスケールが支配されることを嫌ったためと考えられる。すなわち、

二層吹き抜けの市民広場では、天井をフラットなコンクリート打放しスラブで見せるために大

梁を天井スラブで隠したほか、大空間の議場では壁面を練付ベニヤの高い壁で覆い、天井は 40

基の円形間接照明を仕込んだ白色プラスター塗りの下がり天井によって屋根の大梁を隠してい

る。さらに議場では、議長席や議員席にも用いられた濃い色の練付ベニヤ（サクラ材）を高い

壁面や傍聴席の腰壁にも用いることで、室内全体を家具と一体化したスケールでデザインして

いる。照明はこうしてデザインされた議場を全体的に明るくするため、すべて間接照明で白色

プラスター塗りの天井を照らし、側壁上部には自然採光のための可動式ルーバー窓も設けられ

た。なお、両脇の天井面には彫刻家・須田晃山による月桂樹の石膏レリーフが張られている。 

 このように、横浜市庁舎の意匠には、村野が 1950年代の作品で多く用いた構造表現を抑制

しつつ素材のスケールを生かして全体の意匠をまとめる設計手法がさまざまな形で表現されて

おり、一連の 1950 年代の村野作品の中でも傑作の一つとして高い価値を持つものといえる。 

 

3）都市景観およびまちづくりの観点からの評価 

 横浜市庁舎が竣工した 1959 年以降、JR京浜東北線関内駅の開業（1964）、「くすのき広場」

の整備（1974）、横浜スタジアムの竣工（1978年）など、市庁舎の周辺はオフィス機能だけで

なく、緑豊かな市民の憩いの場、歴史・文化・スポーツの拠点として市民に親しまれてきた。

濃褐色の煉瓦タイルを外装に用いた市庁舎は、高層建築でありながらその素材感によって周囲

に落ち着きを与えており、神奈川県庁舎をはじめとする戦前からの歴史的建造物や都市景観と

も調和してきた。また「市民広場」は、市民が自由に利用することのできる貴重な都市の内部

空間としての役割を果たしている。このように、現在の横浜市庁舎は関内地区の都市景観およ

びまちづくりの観点から見て、極めて重要な存在ということができる。 
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■現状写真 

 

1．東側外観（庁舎棟／現・行政棟） 

 

2．西側外観（市民広場と市会棟） 



 

3．市民広場内観 

 

 

4．同上（2階デッキからの眺め） 



 

5．市民広場の吹き抜け階段 

 

 

6．市民広場 2階のレリーフ 



 

7．議場内部 

撮影者：山﨑鯛介（現状写真 1～7） 


